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1．計画策定の経緯

期 日 内 容

令和５年２月 17日 令和４年度第１回健康づくり計画行政推進会議

・議題：①今後のスケジュールについて

②２次健康増進計画・３次食育推進計画・１次自殺対策計画の評価方法について

③計画期間について

④アンケート調査（健康づくり・食育等に関する市民意識調査）について

３月 29日 令和４年度第１回筑後市健康なまちづくり推進協議会会議

令和４年度第２回ちっごの生命をつなぐ食育運動推進会議

【合同会議】

・議題：①２次健康増進計画・３次食育推進計画・１次自殺対策計画の評価方法及びアンケ

ート調査（健康づくり・食育等に関する市民意識調査）について

②今後のスケジュールについて

【筑後市健康なまちづくり推進協議会会議】

・議題：①会長、副会長選出

②令和４年度健康増進計画・自殺対策計画事業実施報告

③アンケート内容について

【ちっごの生命をつなぐ食育運動推進会議】

・議題：①令和４年度食育事業実施報告（市民・関係機関）

②アンケート内容について

４月 令和５年度第１回健康づくり計画行政推進会議（書面会議）

・議題：①健康・食育に関するアンケートについて

６月 29日 令和５年度第２回健康づくり計画行政推進会議

・議題：①健康増進計画の見直しについて

・現計画の進捗状況・計画における各指標の達成状況（アンケート結果を含む）

・国の動き

・計画見直し方針（案）

②食育推進計画の見直しについて

・現計画の進捗状況・計画における各指標の達成状況（アンケート結果を含む）

・国の動き

・計画見直し方針（案）

③自殺対策計画の見直しについて

・現計画の進捗状況・計画における各指標の達成状況（アンケート結果を含む）

・国の動き

・計画見直し方針（案）
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令和５年度 第１回ちっごの生命をつなぐ食育運動推進会議

・議題：①「第３次ちっごの生命をつなぐ食育推進計画」における行政の取組について

・令和４年度食育推進事業実施報告、令和５年度食育推進事業実施計画（行政）

②「第３次ちっごの生命をつなぐ食育推進計画」の見直しについて

・第４次計画策定について

・第３次計画における各指標の達成状況（アンケート結果含む）

・国の動き

・第３次計画見直し（案）

７月 20 日 令和５年度 第１回筑後市健康なまちづくり推進協議会会議

・議題：①「第２次よかよかちっご健康のまち 21（健康増進計画）」における行政の取組につ

いて

・令和４年度健康増進事業実施報告、令和５年度健康増進事業実施計画（行政）

②「第１次筑後市自殺対策計画」における行政の取組について

・令和４年度自殺対策事業実施報告、令和５年度自殺対策事業実施計画（行政）

③「健康増進計画及び自殺対策計画」の見直しについて

・次期計画策定について

・健康増進計画の見直しについて

現計画における各指標の達成状況（アンケート結果含む）

国の動き

現計画見直し（案）

・自殺対策計画の見直しについて

現計画における各指標の達成状況（アンケート結果含む）

国の動き

現計画見直し（案）

８月７日 令和５年度 第３回健康づくり計画行政推進会議

・議題：①健康増進計画の指標について

②食育推進計画の指標について

③自殺対策計画の指標について

８月 22 日 令和５年度 第２回筑後市健康なまちづくり推進協議会会議

・議題：①次期計画の指標・目標値について

・次期計画の指標・目標値設定の考え方について

・「健康増進計画」の指標について

・「自殺対策計画」の指標について

８月 24日 令和５年度 第２回ちっごの生命をつなぐ食育運動推進会議

・議題：①令和５年度 食育推進事業実施計画（市民・関係機関）

②次期計画の基本方針、基本施策について

③次期計画の指標、目標値について

７月 10 日
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・指標、目標値の考え方について

・「食育推進計画」の指標について

10 月 16 日 令和５年度 第４回健康づくり計画行政推進会議

・議題：①健康増進計画の取組内容について

②食育推進計画の取組内容について

③自殺対策計画の取組内容について

10 月 24 日 令和５年度 第３回筑後市健康なまちづくり推進協議会会議

・議題：①健康増進計画の取組内容について

・関係機関・団体の取組について

・市の取組について

②自殺対策計画の取組内容について

・関係機関・団体の取組について

・市の取組について

10 月 30 日 令和５年度第３回ちっごの生命をつなぐ食育運動推進会議

・議題：①食育推進計画の取組内容について

・関係機関・団体の取組について

・市の取組について

11月 22日 令和５年度 第５回健康づくり計画行政推進会議

・議題：次期計画素案について

12 月７日 令和５年度 第４回筑後市健康なまちづくり推進協議会会議

・議題：次期計画素案について

12月 21日 令和５年度 第４回ちっごの生命をつなぐ食育運動推進会議

・議題：次期計画素案について

令和６年１月 11日～

２月９日

パブリックコメント実施

２月14日 令和５年度 第５回ちっごの生命をつなぐ食育運動推進会議

・パブリックコメント結果報告

・議題：①次期計画案について

②令和５年度食育事業実施報告（市民・関係機関）

２月20日 令和５年度 第５回筑後市健康なまちづくり推進協議会会議

・パブリックコメント結果報告

・議題：①次期計画案について

②令和５年度健康増進計画・自殺対策計画事業実施報告（市民・関係機関）

２月 令和５年度第６回健康づくり計画行政推進会議（書面会議）

・議題：次期計画素案について
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２．筑後市健康なまちづくり推進協議会設置規則

○筑後市健康なまちづくり推進協議会設置規則

（設置）

第１条 市民が健康で安心して暮らせる温かいまちづくりの推進を目的として健康なまちづくり推進協議会（以下

「協議会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 協議会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 健康増進法（平成 14年法律第 103 号）第８条第２項の規定に基づく健康増進計画及び自殺対策基本法

（平成 18年法律第 85号）第 13 条第２項の規定に基づく自殺対策計画（以下「計画」という。）の策定・見直

しに関すること。

(2) 計画の推進及び進捗状況の評価に関すること。

(3) 健康づくりに対する市民の意識及び意欲の向上に関すること。

(4) その他健康なまちづくりの推進に関し、必要と認められること。

（組織）

第３条 協議会の委員（以下「委員」という。）は、19 人以内とし、次に定める者のうちから市長が任命又は委嘱

する。

(1) 別表に掲げる団体からの推薦者

(2) 市民公募による者

(3) その他市長が適当と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

３ 会長は、協議会を代表するとともに、会務を総括し、会議の議長となる。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

２ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

（部会）
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第７条 協議会は、効率的に協議を進めるため、年代ごとに分けた次の部会を置くことができる。

(1) 妊娠期（妊娠期間中）、幼少年期（０歳から 14歳まで）部会

(2) 青年期（15 歳から 24 歳まで）、壮年期（25 歳から 64 歳まで）部会

(3) 高齢期（65 歳以上）部会

２ 部会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

（庶務）

第８条 協議会の庶務は、市民生活部健康づくり課で処理する。

（委任）

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（筑後市健康づくり推進協議会規則等の廃止）

２ 筑後市健康づくり推進協議会規則（昭和 60 年規則第 24 号）及び筑後市母子保健推進委員会設置規則（平

成９年規則第 31 号）は、廃止する。

附 則（平成 20年４月 21 日規則第 33号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成 21年３月 31 日規則第 15号）

この規則は、平成 21 年４月１日から施行する。

附 則（平成 22年５月 18 日規則第 28号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成 23年１月 14 日規則第１号）

この規則は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

（成立の日＝平成 23年４月１日）

附 則（令和４年３月 29 日規則第 16 号）

この規則は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和４年７月 31 日規則第 24 号）

この規則は、令和４年８月１日から施行する。
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別表（第３条関係）

団体名

八女筑後医師会第５部会

八女筑後歯科医師会八女西部会

福岡県南筑後保健福祉環境事務所

地方独立行政法人筑後市立病院

筑後市行政区長会

筑後市シニアクラブ連合会

筑後市社会福祉協議会

筑後市食生活改善推進会

筑後商工会議所

筑後市地域デイサービス支え合い連絡会

筑後市民ラジオ体操推進会議

筑後市スポーツ協会

福岡八女農業協同組合

筑後市教育委員会（筑後市公立養護教諭）

筑後市民生委員児童委員協議会

筑後市保育協会
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３．筑後市健康なまちづくり推進協議会委員名簿

所属団体等 氏 名

八女筑後医師会第 5部会 佐藤 登（会長）

八女筑後歯科医師会八女西部会 村上 誠二

福岡県南筑後保健福祉環境事務所 江崎 浩子

地方独立行政法人筑後市立病院 中山 ひとみ

筑後市行政区長会 八山 直幸

筑後市シニアクラブ連合会 山下 治美知

筑後市社会福祉協議会 髙木 眞紀

筑後市食生活改善推進会 末永 美恵子

筑後商工会議所 平田 徹夫

筑後市地域デイサービス支え合い連絡会 山村 博喜（副会長）

筑後市民ラジオ体操推進会議 近藤 光男

筑後市スポーツ協会 中尾 薫

福岡八女農業協同組合 田中 徹也

筑後市教育委員会（筑後市公立養護教諭） 野田 ゆかり

筑後市民生委員児童委員協議会 住吉 正史

筑後市保育協会 樋口 直子

一般公募 桐明 保秀
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４．ちっごの生命をつなぐ食育条例

平成 19年３月 26 日

条例第 11 号

前文

人は地球上に生命を得てよりこのかた、自分を取り巻く自然環境の中に生存する動・植物を自分の「食」とし、

生命を次の世代へとつないできました。食は、人間にとって一番大切な「生命の糧」であり、健全な心と身体を培

う基礎となるものです。

私たちが暮らす筑後市は、温暖な気候と肥沃な土地、恵まれた水を利用して、米、麦をはじめ、いちご、梨、

ぶどう、茶などの農業が盛んに行われています。そして伝統行事と相まって、郷土の食文化が生まれ受け継が

れてきました。

戦後の食糧難の時代から、現代は飽食の時代といわれ、「食」の急激な変化がおきています。私たちは、近年

の食習慣の乱れなどから、生活習慣病の増加、食物アレルギーの発現や免疫力の低下など深刻な問題を抱え

込みました。さらに、食料の多くを輸入に依存しており、消費者の食の安全性に対する不安は高まっています。

一方で多くの食べ物を廃棄するなど資源の浪費や環境への影響が懸念されており、それは筑後市においても

例外ではありません。

こうした環境の変化の中、私たち一人ひとりが、自然の恩恵や食に関わる人々の活動への感謝の気持ちと理

解を深めることが必要です。また、様々な経験を通して食に関する知識や食を選択する力を習得し、生命をつな

ぐ力を培うための「食育」を推進していくことは極めて重要な課題です。

とりわけ子どもたちに対する食育は、生涯にわたって健全な心と身体、豊かな人間性を育んでいく基礎となる

ものです。食に関する様々な体験をする中で、自分で考え、選択する力を養うことは、食と農と健康への理解に

繋がるものです。

食育は知育、徳育及び体育の根幹を成し、健全な心身や社会性を形成し、生命への尊厳を高めるものです。

地域の特性をいかしながら、全市民的な運動として「食育」の推進に取り組み、健康で安心して暮らせる温かい

まち筑後市をめざし、この条例を制定します。

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、食育基本法（平成 17年法律第 63 号）に基づき、本市における食育の推進に関する基本

理念を定め、市、市民、関係者等の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本的事項を定め、総合的か

つ計画的に食育を推進することにより、健康でいきいきとした市民の生活と活力ある地域社会の実現に寄与

することを目的とする。
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（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 食 食物の生産から流通、加工、調理、食事及び廃棄に至るまでの広範な事象をいう。

(2) 食育 知育、徳育及び体育の基礎となるべきものであり、健全な心と身体を培うために食に関する知識と

食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践できる人間を育てる取組をいう。

(3) 市民 市内に居住する人、市内に通勤、通学する人、観光その他の目的で筑後市を訪れた人をいう。

(4) 地産地消 地元で生産された農畜産物及びそれを原料とする食品を地元で食することをいう。

(5) 関係者等 次に掲げる者及び団体をいう。

ア 教育関係者等 教育、保育、社会福祉、医療及び保健に関する職務に従事する者並びにその関係機

関及び関係団体

イ 農業従事者等 農業従事者及び農業に関する団体

ウ 食品関連事業者等 食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する

団体

（基本理念）

第３条 本市における食育は、次に掲げる基本理念に基づき推進するものとする。

(１) 市民が食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、市民の健

康の増進と豊かな人間形成に資するために行うこと。

(２) 父母その他の保護者及び子どもの教育、保育等を行う者は、家庭及び教育、保育等の場における食育

の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこと。

(３) 食は、自然の恩恵の上に成り立っていることから、豊かな自然や食に関わる人々の様々な活動に対して

感謝の念や理解を深めるとともに、自然環境の保全に努めること。

(４) 市民があらゆる機会や場所を利用して、食料の生産から消費に至るまでの食についての様々な学習及

び体験活動を実践するよう努めることにより、食と農と健康に関する理解を深めること。

(５) 筑後地域に古くから伝わる食文化を大切にするとともに、地域の特色を生かした食生活に配慮し、農業

生産者と消費者の交流を図りながら、地産地消を推進し、産業及び観光の振興に努めること。

(６) 食品の安全性を確保することが食生活の基本であることから、食と農と健康に関する幅広い情報の提供

及び意見交換を通して、適切な食生活の実践を図ること。

（市の責務）

第４条 市は、前条に定める食育の基本理念（以下「基本理念」という。）に基づき、市の特性を生かした総合的

かつ計画的な施策を実施するよう努めるものとする。
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２ 市は、市民に対し食育の推進に関する施策の普及啓発を図り、関係者等の理解を得るよう努めるものとす

る。

３ 市は、食育を推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。

（市民の責務）

第５条 市民は、家庭、学校、幼稚園、保育所、職場、地域その他あらゆる場所において基本理念に基づき、生

涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努め、食育の推進に取り組むとともに、市が実施する食育推進の活動

に協力するよう努めるものとする。

（関係者等の責務）

第６条 関係者等は、基本理念に基づき、事業活動を通じ、自主的かつ積極的に食育の推進に努め、市が実施

する食育推進の活動に協力するよう努めるものとする。

第２章 基本的施策

（健康の増進）

第７条 市は、基本理念に基づき、市民の健康増進を図るため、次に掲げる施策を講じるよう努めるものとす

る。

(１) 子どもの成長・発達段階における栄養問題や生活習慣病予防に関する指導等、全てのライフステージ

において食と健康増進に関わる施策を推進すること。

(２) 食と健康増進に関わる知識の普及啓発を推進すること。

(３) 市民及び関係者等（以下「市民等」という。）が行う食と健康増進に関わる活動に対して支援すること。

(４) 保健所、教育機関、医療機関等と連携を図り、積極的に食育を推進すること。

２ 市民等は、基本理念を理解し、次に掲げる活動に努めるものとする。

(１) 自主的に食と健康増進に関わる知識を学び、これを実践すること。

(２) 市が講じる施策に協力し、参画すること。

（教育・学習活動の推進）

第８条 市は、基本理念に基づき、教育の実践を推進するため、次に掲げる施策を講じるよう努めるものとする。

(１) 学校、幼稚園、保育所等（以下「学校等」という。）における食育推進の指針作成の支援、教職員等への

意識の啓発及び地域の特性を生かした給食の実施への理解を図ること。

(２) 子どもたちが、地域や学校等において、栄養、健康増進、自然環境の保全、循環型社会の構築、地産地

消、地域の伝統食や行事食等の食文化並びに食の作法等に関する学習及び体験（以下「食の学習及び体

験」という。）に参加できるよう配慮すること。

(３) 市民等が、家庭や地域のあらゆる機会を通じて、食の学習及び体験に参画できるよう努めるとともに、そ
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の活動を支援すること。

(４) 食育を指導する人材を育成すること。

２ 市民等は、基本理念を理解し、次に掲げる活動に努めるものとする。

(１) あらゆる機会を通じ、生涯にわたって自らが主体的かつ積極的に食に関する学習等に参画すること。

(２) 市が講じる施策に協力すること。

（環境の保全）

第９条 市は、基本理念に基づき必要な環境保全を図るため、次に掲げる施策を講じるよう努めるものとする。

(１) 農地等の環境、河川・クリーク等公共用水域の水質及び自然の景観を良好に保全すること。

(２) 前号の取組を行う市民等の活動に対して支援すること。

(３) 市及び市民等の活動により発生する廃棄物の抑制、再利用等を推進し、循環型社会の実現をめざすこ

と。

２ 市民等は、基本理念を理解し、次に掲げる事項に努めるものとする。

(１) 自主的に自然環境等の保全及び循環型社会の実現をめざすこと。

(２) 市が講じる施策に協力すること。

（産業の振興）

第 10 条 市は、基本理念に基づき、食料の生産及び供給を安定的に維持するため、次に掲げる施策を講じる

よう努めるものとする。

(１) 市内における地産地消を推進するため、食材の種類及び数量を確保し食料自給率を高めるとともに、農

業の振興及び地場産業の活性化を図ること。

(２) 生産者と消費者の農作業体験を通しての交流など、市民等が実施する活動を支援すること。

(３) 関係者等との連携を図り、農村の活性化を促す施策の調査研究を行うとともに、食に関する産業振興に

つながる資源の研究開発等を行うこと。

２ 市民等は、基本理念を理解し、次に掲げる事項に努めるものとする。

(１) 地産地消の推進を図るため、市内で生産し、それを原料に製造し、又は加工された食材等を消費するこ

と。

(２) 市が講じる施策に協力すること。

３ 農業従事者等及び食品関連事業者等は、基本理念を理解し、食材を提供する誇りを持って自らの事業の推

進及び発展に努めるものとする。

（安全で安心な食育の推進）

第 11 条 市は、基本理念に基づき、安全で安心な食育の推進を図るため、次に掲げる施策を講じるよう努める
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ものとする。

(１) 市民等が安全で安心な食生活ができるよう支援すること。

(２) 食品の安全性、食料の生産、自然環境の保全、循環型社会の構築等について調査及び研究を行うとと

もに、広く食生活に関する適切な情報を収集整理し、市民等に迅速かつ的確に提供すること。

２ 市民等は、基本理念を理解し、相互の連携を深めるとともに、衛生の保持等安全で安心な食生活の環境づく

りに努めるものとする。

第３章 推進計画及び推進体制

（食育推進計画）

第 12 条 市は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国の食育推進基本計画及

び県のふくおかの食と農推進基本指針に基づき筑後市食育推進計画（以下「推進計画」という。）を策定する

ものとする。

２ 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(１) 食育の推進に関する施策についての基本的な方針

(２) 食育の目標に関する事項

(３) 市民等が自主的に行う食育推進活動の促進に関する事項

(４) 前３号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事

項

３ 市長は、推進計画を策定したときは、これを公表するものとする。

４ 前項の規定は、推進計画の変更について準用する。

（推進体制の設置）

第 13 条 市は、推進計画の策定及びその実施を推進するため、ちっごの生命をつなぐ食育運動推進会議（以

下「運動推進会議」という。）を置く。

（組織）

第 14 条 運動推進会議は、会長及び委員 20 人以内をもって組織する。

２ 会長は、市長をもって充てる。

３ 会長は、会務を総理し、運動推進会議を代表する。

４ 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

５ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(１) 市民

(２) 識見を有する者
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(３) 関係団体等の推薦する者

(４) 行政機関の代表

６ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

７ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会議）

第 15 条 運動推進会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

２ 運動推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 運動推進会議の議事は、全会一致による運営に努め、決定できない場合は、出席委員の過半数で決し、可

否同数のときは議長の決するところによる。

４ 会長は、必要があると認めるときは関係者に対し意見を述べさせ、又は必要な書類を提出させることができ

る。

（部会）

第 16 条 会長が必要と認めるときは、運動推進会議の所掌事務を分掌するために部会を置くことができる。

（庶務）

第 17 条 運動推進会議の庶務は、市民生活部健康づくり課において処理する。

第４章 雑則

（委任）

第 18 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、平成 19 年４月１日から施行する。
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５．ちっごの生命をつなぐ食育運動推進会議委員名簿

所属団体等 氏名

筑後市長 西田 正治 （会長）

有識者 末永 隆次郎 （職務代理者）

筑後市食生活改善推進会 末永 美恵子

NPO法人栄養ケアちっご 野田 菜穂美

筑後市PTA連合会 塚本 美穂

筑後市保育協会 三森 友香理

筑後市農畜産物利用拡大推進協議会 壇 信弘

八女筑後医師会第５部会 山﨑 明

筑後市行政区長会 中尾 信之

八女筑後歯科医師会八女西部会 山村 慶一

筑後商工会議所 安達 三枝

筑後市農政区長会 原田 繁実

筑後市民生委員児童委員協議会 古賀 徹男

筑後市小学校長会 野中 幸代

筑後市中学校長会 石橋 雄二

公募委員 貝田 輝子



第７章 資料編

94

６．健康づくり計画行政推進会議設置に関する規程

（設置）

第１条 この規程は、市民が健康で生き生きとした生活ができることを目的とした健康づくりや関連のある食育、

自殺対策に関する計画（以下「計画」という。）を策定するための検討及び総合的かつ効果的な計画推進を図

るため、健康づくり計画行政推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 推進会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(１) 計画策定のための協議、検討を行うこと。

(２) 計画の推進に関し、関係部課等の連絡調整に関すること。

(３) その他計画の総合的かつ効果的な推進に関すること。

（組織）

第３条 推進会議の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者をもってこれに充てる。

市民生活部長

市民生活部市民課長

市民生活部こども家庭サポートセンター長

市民生活部かんきょう課長

市民生活部福祉課長

市民生活部健康づくり課長

市民生活部高齢者支援課長

建設経済部農政課長

教育委員会学校教育課長

教育委員会社会教育課長

（委員長及び副委員長）

第４条 推進会議に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長に市民生活部長を充て、副委員長に健康づくり課長を充てる。

３ 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

第５条 推進会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

２ 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
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（庶務）

第６条 推進会議の庶務は、市民生活部健康づくり課において処理する。

（委任）

第７条 この規程に定めるもののほか推進会議の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この規程は、令和５年２月８日から施行する。


